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少
年
刑
事
司
法
法
典
の
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規
定
を
解
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す
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通
達
㈡

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
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）

は
し
が
き

少
年
刑
事
司
法
法
典
の
諸
規
定
を
解
説
す
る
通
達

付
属
文
書
１
：
少
年
刑
事
司
法
の
一
般
原
則　
（
以
上
、
88
巻
４
号
）

付
属
文
書
２
：
手
続
の
解
説

　

１
．
訴
追
の
前
段
階
ま
た
は
訴
追
に
代
替
す
る
段
階

　

２
．
公
訴
の
開
始　
（
以
上
、
本
号
）

　

３
．
少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
手
続

　

４
．
司
法
上
の
調
査
の
際
に
適
用
さ
れ
る
諸
規
定

付
属
文
書
３
：
教
育
的
措
置
及
び
調
査
措
置

付
属
文
書
４
：
保
安
的
措
置
の
適
用
範
囲

付
属
文
書
５
：
刑
罰
及
び
少
年
の
拘
禁
制
度
に
も
た
ら
さ
れ
る
変
革

付
属
文
書
６
：
被
害
者
へ
の
配
慮
の
改
善

付
属
文
書
７
：
情
報
共
有

付
属
文
書
８
：
海
外
県
に
お
け
る
適
用

付
属
文
書
９
：
新
規
定
の
時
間
的
適
用
範
囲

付
属
文
書
２　

手
続
の
解
説

１
．
訴
追
の
前
段
階
ま
た
は
訴
追
に
代
替
す
る
段
階

　
　

１
．
１
．
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
考
慮
し
た
訴
追
の
時
宜
性

　

第
Ｌ
．
四
二
一
―
一
条
は
、
共
和
国
検
事
が
、
公
訴
に
関
す
る
決

定
に
あ
た
り
、
少
年
の
人
格
、
並
び
に
、
少
年
の
生
活
及
び
教
育
状

況
を
同
様
に
考
慮
す
る
旨
規
定
す
る
。

　

公
訴
に
関
す
る
決
定
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
共
和
国
検
事

は
、
子
ど
も
の
行
政
的
ま
た
は
司
法
的
保
護
を
、
管
轄
す
る
機
関
に

少
年
を
付
託
す
る
べ
き
か
否
か
に
つ
き
評
価
す
る
。
対
応
と
し
て
は

こ
の
付
託
で
十
分
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
（
第
Ｌ
．

四
二
一
―
一
条
）。
第
Ｄ
．
四
二
二
―
一
条
は
、
と
り
わ
け
、
弁
識

能
力
の
欠
如
を
理
由
と
し
た
不
起
訴
決
定
の
後
に
、
上
記
付
託
の
要

否
の
評
価
を
行
う
よ
う
検
察
官
に
促
し
て
い
る
。

　

こ
の
新
規
定
は
、
刑
事
的
反
作
用
と
子
ど
も
の
保
護
の
問
題
を
同

時
に
扱
う
、
検
察
官
の
二
重
の
任
務
を
公
認
す
る
も
の
で
あ
る
。
本

規
定
は
、
犯
罪
を
行
う
少
年
も
ま
た
、
保
護
を
検
討
す
べ
き
少
年
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
従
っ
て
、
本
規
定
は
、
少
年
に

刑
事
責
任
を
問
う
た
め
に
、
少
年
の
最
善
の
利
益
に
沿
っ
て
、
顧
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
則
を
喚
起
す
る
序
章
の
延
長
上
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
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１
．
２�

．
訴
追
代
替
手
段
及
び
刑
事
和
解
に
適
用
さ
れ
う
る
制

度
の
明
確
化

　
　

１
．
２
．
１
．
訴
追
代
替
手
段

　

第
Ｄ
．
四
二
二
―
二
条
の
適
用
に
お
い
て
、
一
三
歳
未
満
の
少
年

が
訴
追
代
替
措
置
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
、
手
続
の
結
果
、
第
Ｌ
．

一
一
―
一
条
の
意
味
に
お
け
る
弁
識
能
力
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る

場
合
に
限
ら
れ
る
。

　

制
度
。
訴
追
代
替
手
段
と
し
て
命
じ
ら
れ
る
措
置
の
制
度
は
、
第

Ｌ
．
四
二
二
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
四
二
二
―
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。
当
該
制
度
は
、
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
庇

護
下
に
存
在
す
る
制
度
と
類
似
し
て
い
る
が
、
以
下
の
点
で
異
な
る
。

　

―　

�　

修
学
ま
た
は
職
業
訓
練
に
対
す
る
勤
勉
さ
の
証
明
を
少
年

に
求
め
る
措
置
の
創
設

　

―　

�　

訴
追
代
替
措
置
の
執
行
を
少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
ま
た

は
資
格
を
付
与
さ
れ
た
者
へ
委
託
す
る
可
能
性
の
明
示
。

　

訴
追
代
替
手
段
と
し
て
命
じ
ら
れ
る
調
停
及
び
賠
償
措
置
の
制
度

が
創
設
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
は
、
司
法
上
の
教
育
的
措
置
（
Ｍ
Ｅ
Ｊ
）

中
の
賠
償
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
制
度
を
改
め
て
採
用
し
た
も
の
で
あ
る

（
第
Ｄ
．
四
二
二
―
三
条
乃
至
第
Ｄ
．
四
二
二
―
五
条
）。

　
　

１
．
２
．
２
．
刑
事
和
解

　

一
三
歳
以
上
の
少
年
へ
の
適
用
。
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
、
刑
事
和

解
は
、
人
格
に
適
合
的
で
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
、
一
三
歳
以
上

の
少
年
に
適
用
さ
れ
う
る
。（
第
Ｌ
．
四
二
二
―
三
条
）。

　

制
度
。
第
Ｌ
．
四
二
二
―
三
条
及
び
第
Ｌ
．
四
二
二
―
四
条
で
定

め
ら
れ
る
刑
事
和
解
の
制
度
は
、
一
九
四
五
年
二
月
二
日
オ
ル
ド
ナ

ン
ス
第
七
―
二
条
の
制
度
を
改
め
て
用
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
第
Ｌ
．
四
二
二
―
四
条
は
、
今
後
、
刑
事
和
解
が
第
一
級
か
ら

第
四
級
の
違
警
罪
に
関
し
て
違
警
罪
裁
判
所
に
よ
り
有
効
化
さ
れ
る

旨
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、
刑
事
訴
訟
法
典
（
Ｃ
Ｐ
Ｐ
）
第
四
一
―
二

条
の
諸
規
定
は
、
一
定
の
刑
事
和
解
の
提
案
に
つ
い
て
裁
判
官
に
よ

る
有
効
化
を
要
件
と
し
て
お
ら
ず
、
少
年
に
対
す
る
当
該
規
定
の
適

用
が
明
文
で
排
除
さ
れ
て
い
る
。
第
Ｌ
．
四
二
二
―
四
条
は
、
刑
事

和
解
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
共
和
国
検
事
が
、
弁
護
人
の
立
ち
合

い
の
下
、
少
年
及
び
少
年
の
法
定
代
理
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
旨
規
定
す
る
。
最
後
に
、
提
案
さ
れ
る
措
置
の
実
施
期
間
は
、

一
年
か
ら
六
か
月
に
短
縮
さ
れ
る
。

　

必
要
的
な
社
会
教
育
的
情
報
収
集
（
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
）。
刑
事
和
解
の

場
合
、
少
年
裁
判
所
（tribunal�de�la�jeunesse

）
で
教
育
的
任
務

を
担
う
少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
、
ま
た
は
、
地
域
計
画
に
従
っ
て

定
め
ら
れ
る
地
方
組
織
編
制
に
基
づ
く
社
会
内
処
遇
機
関
に
よ
り
、

Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
が
必
要
的
に
実
施
さ
れ
る
（
第
Ｌ
．
四
二
二
―
四
条
第
一

項
）。
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市
民
訓
育
研
修
。
刑
事
和
解
と
し
て
市
民
訓
育
研
修
が
命
じ
ら
れ

る
場
合
、
第
Ｄ
．
四
二
二
―
六
条
は
、
司
法
上
の
教
育
的
措
置
（
Ｍ

Ｅ
Ｊ
）
の
枠
内
で
命
じ
ら
れ
る
当
該
研
修
の
受
講
義
務
の
制
度
及
び

態
様
を
定
め
る
、
第
Ｄ
．
一
一
二
―
八
条
乃
至
第
Ｄ
．
一
一
二
―
一

七
条
を
準
用
す
る
。

　

無
報
酬
労
働
（
Ｔ
Ｎ
Ｒ
）。
刑
事
和
解
と
し
て
命
じ
ら
れ
る
Ｔ
Ｎ

Ｒ
の
制
度
は
、
第
Ｒ
．
四
二
二
―
七
条
乃
至
第
Ｒ
．
四
二
二
―
一
五

条
に
明
示
さ
れ
る
。
当
該
制
度
は
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
（
Ｃ
Ｊ
Ｐ

Ｍ
）
第
Ｌ
．
一
三
―
二
条
及
び
第
Ｌ
．
四
二
二
―
三
条
に
従
い
、
刑

事
和
解
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
の
時
点
で
一
六
歳
以
上
の
少
年
に
の

み
宣
告
さ
れ
う
る
。
実
施
期
間
は
、
六
か
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
、

共
和
国
検
事
が
こ
れ
を
定
め
る
。
実
施
時
間
は
、
Ｃ
Ｐ
Ｐ
第
四
一
―

二
条
に
よ
り
最
大
一
〇
〇
時
間
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
第
Ｒ
．
四
二

二
―
七
条
に
従
い
、
共
和
国
検
事
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
時
間
は
、
少

年
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
訴
追
ま
た
は
就
学
及
び

職
業
訓
練
の
確
保
に
伴
う
制
約
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一

日
の
労
働
時
間
が
八
時
間
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｔ
Ｎ
Ｒ

は
、
一
六
歳
以
上
の
少
年
の
労
働
時
間
を
定
め
る
労
働
法
の
諸
規
定

に
従
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
検
討
さ
れ
る
配
属
に
つ
き
、
そ
の
適
性
を

示
す
診
断
書
が
少
年
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
併
せ

て
、
当
該
少
年
の
社
会
保
険
加
入
に
必
要
な
書
類
も
提
出
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

無
報
酬
労
働
の
職
務
は
、
少
年
の
年
齢
及
び
人
格
に
適
合
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
職
務
は
、
教
育
的
性
質
を
呈
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
少
年
の
社
会
再
統
合
を
促
進
し
う
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

Ｃ
Ｊ
Ｐ
Ｍ
の
施
行
日
よ
り
、
Ｐ
Ｊ
Ｊ
の
公
的
部
門
及
び
認
可
さ
れ

た
民
間
部
門
の
機
関
は
、
Ｔ
Ｎ
Ｒ
の
実
施
の
監
督
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
最
初
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｐ
Ｍ
の
新
た
な
措
置
で
あ
る
Ｔ
Ｎ
Ｒ
の
実
施

は
、
公
益
奉
仕
労
働
（
Ｔ
Ｉ
Ｇ
）
と
の
一
貫
性
を
確
保
す
る
た
め
、

Ｐ
Ｊ
Ｊ
の
公
的
部
門
に
優
先
的
に
委
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

認
可
手
続
は
、
公
益
奉
仕
労
働
の
た
め
に
定
め
ら
れ
る
手
続
と
同

一
で
あ
り
、
第
Ｒ
．
一
二
二
―
一
条
及
び
第
Ｒ
．
一
二
二
―
二
条
に

記
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二
一
年
四
月
八
日
の
法
律
第
二
〇
二
一
―
四

〇
一
号
の
適
用
に
よ
り
、
当
該
手
続
は
、
受
け
入
れ
施
設
の
認
可
手

続
、
公
益
奉
仕
労
働
の
職
務
に
関
す
る
登
録
及
び
配
属
手
続
に
つ
い

て
脱
司
法
化
に
向
か
っ
て
進
展
し
て
い
る
。
認
可
決
定
は
、
今
後
、

少
年
司
法
保
護
局
地
域
局
長
に
委
託
さ
れ
、
少
年
係
判
事
、
共
和
国

検
事
、
県
知
事
及
び
認
可
を
受
け
る
施
設
へ
通
知
さ
れ
る
。

　

共
和
国
検
事
は
、
Ｔ
Ｎ
Ｒ
を
実
施
す
る
任
を
負
う
機
関
の
提
案
に

基
づ
き
、
配
属
命
令
の
中
で
Ｔ
Ｎ
Ｒ
の
実
施
態
様
を
定
め
た
上
で
、

当
該
機
関
、
少
年
、
少
年
の
法
定
代
理
人
、
及
び
、
無
報
酬
労
働
に

342（89－1－342）
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よ
り
利
益
を
得
る
組
織
に
通
知
す
る
（
第
Ｒ
．
四
二
二
―
一
三
条
）。

他
方
で
、
第
Ｒ
．
四
二
二
―
一
五
条
は
、
Ｔ
Ｎ
Ｒ
の
実
施
が
困
難
な

場
合
、
と
り
わ
け
、
そ
の
困
難
が
少
年
の
行
動
に
関
連
し
て
い
る
場

合
、
Ｔ
Ｎ
Ｒ
を
実
施
す
る
任
を
負
う
機
関
が
、
遅
滞
な
く
、
共
和
国

検
事
に
通
知
し
、
報
告
書
を
送
付
す
る
旨
規
定
す
る
。
無
報
酬
労
働

の
実
施
終
了
後
一
か
月
以
内
に
、
報
告
書
が
共
和
国
検
事
に
送
付
さ

れ
る
。

　
　

１
．
３
．
検
察
官
と
Ｐ
Ｊ
Ｊ
地
域
局
と
の
協
議

　

今
次
の
改
革
を
説
明
す
る
本
通
達
が
示
す
よ
う
に
、
訴
追
代
替
手

段
及
び
刑
事
和
解
措
置
を
刑
事
政
策
の
方
針
決
定
中
に
含
め
る
の
が

適
切
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
訴
追
代
替
手
段
及

び
刑
事
和
解
を
宣
告
す
る
可
能
性
を
も
た
ら
す
協
力
者
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
少
年
を
担
当
す
る
検
察
官
と
Ｐ
Ｊ
Ｊ

地
域
局
と
の
定
期
的
な
会
合
の
際
に
、
地
域
的
提
携
、
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
、
並
び
に
、
訴
追
代
替
手
段
及
び
刑
事
和
解
の
実
施
態
様
が
、

有
効
に
定
め
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
刑
事･

恩
赦
局
と
少

年
司
法
保
護
局
の
間
の
覚
書
は
、
近
隣
裁
判（

６
）実

施
の
枠
内
で
少
年
に

適
用
さ
れ
う
る
、
訴
追
代
替
手
段
の
提
供
内
容
及
び
そ
の
態
様
に
つ

い
て
明
記
し
て
い
る
。

２
．
公
訴
の
開
始

　
　

２
．
１
．
公
訴
開
始
の
条
件

　

Ｃ
Ｊ
Ｐ
Ｍ
は
、
第
一
級
乃
至
第
四
級
違
警
罪
及
び
重
罪
に
つ
き
い

か
な
る
変
更
も
行
っ
て
い
な
い
一
方
で
、
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
八
条
に
規
定
さ
れ
る
軽
罪
及
び
第
五
級
違
警
罪
に

関
す
る
必
要
的
予
審
の
原
則
を
廃
止
し
て
い
る
。
公
訴
は
、
今
後
、

重
罪
及
び
複
雑
な
軽
罪
に
つ
い
て
は
、
司
法
上
の
予
審
の
開
始
に

よ
っ
て
、
軽
罪
及
び
第
五
級
違
警
罪
に
つ
い
て
は
、
少
年
の
た
め
の

判
決
裁
判
機
関
へ
の
係
属
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
第

Ｌ
．
四
二
三
―
二
条
）。

　

そ
の
裁
判
機
関
は
、
原
則
的
に
は
、
少
年
係
判
事
（
Ｊ
Ｅ
）
で
あ

る
。

　

一
定
の
条
件
の
下
、
こ
の
裁
判
機
関
は
、
少
年
裁
判
所
（
Ｔ
Ｐ
Ｅ
）

と
な
り
う
る
。
即
ち
、
少
年
が
一
三
歳
以
上
で
、
科
さ
れ
る
刑
罰
が

三
年
以
上
の
拘
禁
刑
で
あ
る
場
合
で
、
か
つ
、
少
年
の
人
格
ま
た
は

行
為
の
重
大
性
も
し
く
は
複
雑
性
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
場
合
で
あ

る
。
Ｃ
Ｊ
Ｐ
Ｍ
は
、
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
定
め
て
い
た
よ

う
に
、
七
年
以
上
の
拘
禁
刑
が
科
さ
れ
る
一
六
歳
以
上
の
少
年
に
対

す
る
、
少
年
裁
判
所
の
排
他
的
管
轄
を
も
は
や
規
定
し
て
い
な
い
。

か
く
し
て
、
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
つ
い
て
は
少
年
係
判
事
と

少
年
裁
判
所
の
管
轄
が
競
合
し
て
存
在
し
、
む
し
ろ
、
そ
の
振
り
分
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け
は
、
具
体
的
に
は
、
少
年
裁
判
所
係
属
の
上
記
条
件
の
充
足
に
依

拠
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
通
達
は
、
有
責
性
に
関
す
る
判
決
を
目
的
と
し
た
Ｔ
Ｐ
Ｅ
へ
の

係
属
は
、
例
外
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。
本
通
達
は
、

Ｔ
Ｐ
Ｅ
へ
の
係
属
が
、
手
続
の
重
大
性
ま
た
は
複
雑
性
を
理
由
に
、

合
議
に
よ
る
有
責
性
の
検
証
を
必
要
と
し
て
い
る
手
続
に
留
保
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
上
、
裁
判
機
関
は
、
原
則
と
し
て
、
試
験
観
察
手
続
に
従
っ

た
判
決
を
目
的
に
係
属
さ
れ
る
。
例
外
的
に
、
少
年
裁
判
所
は
、
一

回
限
り
の
審
理
で
の
判
決
を
目
的
と
し
て
係
属
さ
れ
う
る
（
第
Ｌ
．

四
二
三
―
二
条
第
三
項
、
下
記
２
．
４
．
参
照
）。

　

少
年
の
た
め
の
裁
判
機
関
へ
の
係
属
態
様
は
簡
素
化
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
裁
判
機
関
に
は
、
今
後
、
召
喚
状
（convocation
）
に
よ
っ

て
、
ま
た
は
、
検
察
官
の
元
へ
の
召
喚
の
調
書
（procès-verbal�

de�défèrem
ent

）
に
よ
り
事
件
が
係
属
さ
れ
る
（
第
Ｌ
．
四
二
三

―
七
条
）。
検
察
官
の
請
求
に
よ
る
係
属
は
廃
止
さ
れ
る
。

　
　

２
．
２
．
召
喚
状
に
よ
る
Ｊ
Ｅ
ま
た
は
Ｔ
Ｐ
Ｅ
へ
の
係
属

　

判
決
の
た
め
の
召
喚
状
に
は
、
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所

が
試
験
観
察
手
続
に
従
い
裁
定
を
下
す
が
、
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
条

の
条
件
が
揃
え
ば
、
一
回
限
り
の
審
理
に
お
い
て
少
年
に
判
決
を
下

す
こ
と
が
で
き
る
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
回
限

り
の
審
理
で
の
判
決
は
、
一
定
の
条
件
を
充
足
し
、
か
つ
、
検
察
官

の
元
へ
の
召
喚
の
枠
内
で
の
み
可
能
で
あ
る
以
上
、
一
回
限
り
の
審

理
で
の
判
決
を
目
的
と
し
た
召
喚
状
に
よ
っ
て
、
少
年
裁
判
所
ま
た

は
少
年
係
判
事
に
事
件
が
係
属
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
。

　

少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
の
元
へ
の
召
喚
状
は
、
少
年
が

委
託
さ
れ
て
い
る
施
設
の
長
を
含
む
、
限
定
列
挙
さ
れ
た
名
簿
に

従
っ
て
、
共
和
国
検
事
の
指
示
に
基
づ
い
て
交
付
さ
れ
る
（
第
Ｌ
．

四
二
三
―
七
条
）。
当
該
召
喚
状
は
、
正
式
な
召
喚
（citation�à�

personne

）
に
相
当
す
る
も
の
で
、
一
定
の
記
載
事
項
を
含
ん
で

い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
記
載
事
項
は
修
正
さ
れ
る
（
第
Ｌ
．
四

二
三
―
八
条
）。
召
喚
状
に
は
、
と
り
わ
け
、
適
切
な
成
人
の
関
与

及
び
少
年
の
権
利
の
通
知
に
関
す
る
第
Ｌ
．
三
一
一
―
一
条
の
諸
規

定
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
Ｄ
．
四
二
三
―
四

条
）。
召
喚
状
は
、
少
年
の
法
定
代
理
人
、
及
び
、
少
年
が
委
託
さ

れ
て
い
る
人
ま
た
は
機
関
へ
、
直
ち
に
送
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
八
条
第
七
項
）。
こ
れ
ら
の
記
載
事
項
は
、

少
年
が
署
名
し
た
調
書
に
よ
っ
て
正
式
に
決
定
さ
れ
る
。

　

審
理
日
は
、
召
喚
状
の
交
付
後
、
一
〇
日
以
上
三
か
月
以
内
で
設

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
通
達
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
少
年

の
召
喚
は
、
少
年
の
状
況
を
日
常
的
に
よ
く
知
っ
て
い
る
少
年
係
判
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事
の
審
理
へ
優
先
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら

の
期
間
を
遵
守
し
つ
つ
、
少
年
は
、
自
己
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
手

続
の
統
合
の
枠
内
で
、
既
に
定
め
ら
れ
て
い
る
審
理
日
に
、
適
宜
、

召
喚
さ
れ
う
る
。

　

少
年
に
交
付
さ
れ
る
召
喚
状
は
、
正
式
な
召
喚
に
相
当
す
る
（
第

Ｌ
．
四
二
三
―
八
条
第
八
項
）。
そ
の
結
果
、
少
年
が
有
責
性
の
審

理
に
出
頭
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
下
さ
れ
た
判
決
は
、
通
知
さ
れ

る
べ
き
対
審
に
よ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
制
裁
宣
告
の

審
理
に
際
し
て
は
、（
上
訴
の
場
合
を
除
き
）
こ
の
判
決
が
終
局
的

な
も
の
と
な
る
べ
く
、
当
該
判
決
の
迅
速
な
通
知
へ
特
別
な
配
慮
が

払
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

最
後
に
、
検
察
官
は
、
少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
に
事
件

を
係
属
す
る
に
あ
た
り
、
社
会
教
育
的
情
報
収
集
を
命
じ
、
こ
の
調

査
が
手
続
に
付
け
加
わ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　

２
．
３�

．
検
察
官
の
元
へ
の
召
喚
の
調
書
に
よ
る
Ｊ
Ｅ
ま
た
は

Ｔ
Ｐ
Ｅ
へ
の
係
属

　

検
察
官
の
元
へ
の
召
喚
の
枠
組
に
お
い
て
、
共
和
国
検
事
は
、
教

育
的
試
験
観
察
手
続
に
従
い
、
判
決
を
目
的
と
し
て
少
年
係
判
事
ま

た
は
少
年
裁
判
所
へ
事
件
を
係
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、

共
和
国
検
事
は
、
例
外
的
に
、
第
Ｌ
．
四
二
三
―
四
条
に
列
挙
さ
れ

る
条
件
が
重
畳
的
に
充
足
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
一
回
限
り
の
審
理

を
目
的
と
し
て
少
年
裁
判
所
へ
係
属
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
下
記

２
．
４
．
参
照
）。

　

検
察
官
の
元
へ
の
召
喚
は
、
い
く
つ
か
の
段
階
に
分
け
て
展
開
さ

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
司
法
官
の
介
入
を
要
し
う
る
。

　
　

２
．
３
．
１
．
共
和
国
検
事
の
元
へ
の
少
年
の
出
頭

　

第
Ｌ
．
四
二
三
―
六
条
の
適
用
に
お
い
て
、
少
年
は
、
共
和
国
検

事
の
元
へ
出
頭
し
、
少
年
の
弁
護
士
も
同
席
す
る
。

　

出
頭
に
先
立
ち
、
共
和
国
検
事
は
、
社
会
教
育
的
情
報
収
集
の
実

施
を
要
請
す
る
。
こ
の
情
報
収
集
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
和

国
検
事
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
一
時
的
措
置
に
関
す
る
自
ら
の
請
求

を
調
整
し
、
こ
れ
ら
の
一
時
的
措
置
に
つ
い
て
裁
定
を
下
す
こ
と
に

な
る
少
年
係
判
事
に
対
し
情
報
の
提
供
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
共
和
国
検
事
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
通
じ
て
、

少
年
の
法
定
代
理
人
及
び
少
年
が
委
託
さ
れ
て
い
る
人
ま
た
は
機
関

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

共
和
国
検
事
の
元
へ
の
召
喚
に
際
し
、
共
和
国
検
事
は
、
少
年
の

本
人
確
認
を
行
い
、
非
難
が
向
け
ら
れ
て
い
る
行
為
と
そ
の
法
律
上

の
擬
律
を
少
年
に
通
告
し
、
意
見
を
表
明
す
る
権
利
、
自
身
に
提
起

さ
れ
て
い
る
質
問
に
答
え
る
権
利
ま
た
は
黙
秘
す
る
権
利
を
少
年
に
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告
知
し
、
審
理
の
場
所
、
日
時
（
一
〇
日
以
上
三
か
月
以
内
の
期
間

で
設
定
さ
れ
る
）
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
少
年
の
意
見
を
聴
取
し

ま
た
は
尋
問
を
行
う
。
必
要
な
場
合
、
弁
護
人
の
所
見
も
同
様
に
聴

取
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
形
式
を
記
載
し
た
調
書
が
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
の
要
件
を
充
足
し
な
い
場
合
、
無
効
と
な
る
。
こ
の
調
書
は
、

判
決
裁
判
所
へ
の
係
属
記
録
を
構
成
す
る
。
加
え
て
、
第
Ｌ
．
四
二

三
―
八
条
は
、
調
書
に
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
全
て
の
記
載
事

項
及
び
情
報
を
列
挙
し
て
い
る
（
訴
追
さ
れ
て
い
る
行
為
、
当
該
行

為
を
規
定
し
そ
れ
を
処
罰
し
て
い
る
法
条
、
被
訴
追
少
年
に
適
用
さ

れ
る
権
利
等
）。

　

第
Ｄ
．
四
二
三
―
五
条
の
適
用
に
お
い
て
、
被
害
者
に
は
、
あ
ら

ゆ
る
手
段
を
用
い
て
、
審
理
の
日
が
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
有
責
性
の
審
理
に
関
す
る
当
該
通
知
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
で
、

被
害
者
は
、
有
責
性
の
審
理
か
ら
、
私
訴
原
告
人
と
な
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
私
訴
に
関
す
る
被
害
者
の
主
張
に
つ
き
、

一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
下
で
認
め
ら
れ
て
き
た
期
間
よ
り
も

短
い
期
間
で
裁
定
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
の
手
続
が
取
ら
れ
た
後
、
共
和
国
検
事
は
、
一
時
的
な
司

法
上
の
教
育
的
措
置
（
Ｍ
Ｅ
Ｊ
Ｐ
）、
司
法
統
制
処
分
（
一
三
歳
以
上

の
少
年
）、
ま
た
は
、
電
子
監
視
付
居
住
指
定
（
一
六
歳
以
上
の
少
年
）

を
請
求
す
る
場
合
、
少
年
係
判
事
の
元
に
少
年
を
出
廷
さ
せ
る
。

　

従
っ
て
、
検
察
官
の
元
へ
の
召
喚
が
特
に
有
用
で
あ
る
の
は
、
審

理
ま
で
の
間
、
一
時
的
な
（
教
育
的
ま
た
保
安
的
）
措
置
の
実
施
が

必
要
と
思
料
さ
れ
る
状
況
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

精
確
に
示
し
て
お
く
べ
き
は
、
係
属
の
態
様
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
れ
、
裁
判
機
関
は
、
少
年
の
人
格
に
関
し
十
分
に
情
報
を
有
し
て

お
り
、
試
験
観
察
期
間
を
開
始
す
る
必
要
が
な
い
と
思
料
す
る
場

合
、
有
責
性
の
審
理
に
際
し
、
第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
条
に
反
し
て
、

当
事
者
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、（
有
責
性
及
び
制
裁
に
関
す
る
）

一
回
限
り
の
審
理
で
判
決
す
る
と
決
す
る
こ
と
が
可
能
と
い
う
点
で

あ
る（
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
条
）。
必
要
に
応
じ
て
、
共
和
国
検
事
は
、

こ
の
意
味
に
お
け
る
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

２
．
３
．
２
．
少
年
係
判
事
の
面
前
へ
の
少
年
の
召
喚

　

少
年
係
判
事
は
、
Ｍ
Ｅ
Ｊ
Ｐ
、
司
法
統
制
処
分
も
し
く
は
電
子
監

視
付
居
住
指
定
（
Ａ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
）
の
宣
告
を
目
的
と
し
た
請
求
が
付
託

さ
れ
る
場
合
、
対
審
の
後
、
執
務
室
に
お
い
て
裁
定
を
下
す
（
第
Ｌ
．

四
二
三
―
九
条
第
八
項
）。
共
和
国
検
事
の
こ
の
審
理
へ
の
出
席
は
、

一
六
歳
未
満
の
少
年
の
司
法
統
制
処
分
及
び
Ａ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
に
つ
い
て
の

み
、
必
要
的
と
な
る
。

　

対
審
の
間
、
少
年
係
判
事
は
、
共
和
国
検
事
が
出
席
し
て
い
る
場
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合
に
は
、
そ
の
請
求
に
関
し
共
和
国
検
事
の
意
見
を
聴
取
し
、
次
い

で
、
少
年
及
び
そ
の
弁
護
人
の
所
見
を
聴
取
す
る
。
必
要
に
応
じ
て
、

少
年
係
判
事
は
、
少
年
の
法
定
代
理
人
及
び
少
年
を
引
受
け
て
い
る

機
関
の
代
表
者
の
所
見
を
聴
取
す
る
。

　

例
外
的
事
情
を
除
き
、
原
則
と
し
て
、
Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
実
施
の
任
を
負

う
少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
は
、
検
討
さ
れ
る
教
育
的
提
案
を
報
告

す
る
た
め
、
審
理
に
出
席
す
る
。

　

少
年
係
判
事
は
、
理
由
を
付
し
た
命
令
に
よ
り
裁
定
を
下
す
。

　

軽
罪
に
関
し
て
、
最
初
か
ら
勾
留
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
一
六
歳
以
上
の
少
年
が
一
回
限
り
の
審
理
の
た
め
に
少
年
裁
判

所
へ
訴
追
さ
れ
、
か
つ
、
自
由
と
拘
禁
判
事
の
管
轄
に
服
し
て
い
る

場
合
に
限
ら
れ
る
（
下
記
２
．
４
．
参
照
）。

　
　

２
．
３
．
３�

．
検
察
官
の
元
へ
の
召
喚
か
ら
有
責
性
の
審
理
ま

で
に
取
ら
れ
る
措
置
の
監
督

　

少
年
係
判
事
の
権
限
。
第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
一
条
に
従
い
、
少
年

係
判
事
は
、
判
決
裁
判
機
関
へ
の
少
年
の
出
廷
ま
で
、
命
じ
ら
れ
た

措
置
の
取
消
ま
た
は
修
正
に
つ
き
裁
定
を
下
す
権
限
を
有
し
て
い

る
。
少
年
係
判
事
は
、
同
様
に
、
命
じ
ら
れ
た
保
安
的
措
置
の
取
消

を
目
的
と
し
て
、
自
由
と
拘
禁
判
事
へ
事
案
を
付
託
す
る
権
限
を
有

す
る
。
想
起
し
て
お
く
べ
き
は
、
憲
法
院
の
裁
決
は
、
司
法
上
の
予

審
手
続
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
保
安
的
措
置
を
宣
告

し
ま
た
は
修
正
し
た
判
事
が
判
決
裁
判
機
関
の
裁
判
長
を
務
め
る
こ

と
を
妨
げ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

保
安
的
措
置
の
不
遵
守
。
同
条
の
適
用
に
お
い
て
、
少
年
係
判
事

は
、
少
年
に
よ
る
司
法
統
制
処
分
ま
た
は
電
子
監
視
付
居
住
指
定
上

の
義
務
の
不
遵
守
を
確
認
し
た
場
合
、
検
察
に
よ
る
請
求
を
目
的
と

し
て
共
和
国
検
事
に
一
件
書
類
を
送
付
し
、
措
置
の
取
消
及
び
勾
留

を
目
的
に
自
由
と
拘
禁
判
事
に
事
件
を
係
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
検
察
官
の
元
へ
の
召
喚
と
判
決
審
理
の
間
に
、
司
法
統
制
処
分

ま
た
は
電
子
監
視
付
居
住
指
定
の
取
消
が
あ
っ
た
場
合
、
判
決
審
理

は
、
勾
留
か
ら
一
か
月
以
内
に
、
少
年
裁
判
所
に
お
い
て
開
廷
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
、
少
年
は
勾
留
場
所
か
ら
判
決
審
理
に

出
廷
す
る
。
一
か
月
を
徒
過
し
た
場
合
、
少
年
は
職
権
に
よ
り
保
釈

さ
れ
る
（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
二
条（

７
））。

従
っ
て
、
二
〇
二
一
年
三

月
九
日
の
覚
書
（note

）
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
事
案
の
審
理

に
お
い
て
こ
の
点
を
考
慮
し
、
緊
急
時
に
備
え
て
審
理
枠
の
空
き
を

確
保
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

自
由
と
拘
禁
判
事
の
権
限
。
自
由
と
拘
禁
判
事
は
、
判
決
裁
判
機

関
へ
の
少
年
の
出
廷
ま
で
、
自
身
に
付
託
さ
れ
る
べ
き
保
釈
請
求
に

つ
き
裁
定
を
下
す
権
限
を
有
す
る
。
自
由
と
拘
禁
判
事
は
、
検
察
に

よ
る
請
求
を
目
的
と
し
た
共
和
国
検
事
へ
の
一
件
書
類
の
送
付
後
五
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日
以
内
に
裁
定
を
下
し
、
少
年
の
人
格
と
少
年
の
状
況
の
変
化
に
関

す
る
有
益
な
全
て
の
情
報
を
少
年
係
判
事
に
請
求
す
る
（
第
Ｌ
．
四

二
三
―
一
一
条
第
三
項
）。
少
年
係
判
事
は
、
自
由
と
拘
禁
判
事
に

対
し
て
、
少
年
の
状
況
の
変
化
に
関
す
る
有
益
な
全
て
の
情
報
を
伝

達
し
、
と
り
わ
け
、
保
釈
し
た
場
合
に
当
該
少
年
に
つ
い
て
想
定
さ

れ
う
る
、
就
学
、
社
会
復
帰
ま
た
は
収
容
の
態
勢
を
通
知
す
る
（
第

Ｄ
．
四
二
三
―
八
条
）。
こ
の
目
的
は
、
保
釈
請
求
に
つ
い
て
裁
定

を
下
す
に
先
立
ち
、
自
由
と
拘
禁
判
事
が
少
年
の
状
況
を
理
解
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
が
、
少
年
が
拘
禁
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
手
続
の
一
件
書
類
に
あ
る
人
格
の
項
目
に
記
載

さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
少
年
係
判
事
は
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
人
格

の
単
一
書
類
と
は
別
に
、
少
年
の
変
化
を
記
述
し
た
報
告
書
、
直
近

の
決
定
（
収
容
命
令
、
日
中
受
入
れ
決
定
等
）、
及
び
、
検
討
中
の

計
画
に
関
す
る
全
て
の
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一
時
的
措
置
に
対
す
る
控
訴
。
検
察
官
の
元
へ
の
召
喚
と
判
決
の

間
に
命
じ
ら
れ
る
一
時
的
措
置
に
関
し
て
、
少
年
係
判
事
及
び
自
由

と
拘
禁
判
事
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
決
定
に
対
す
る
控
訴
は
、
少
年
特

別
部
の
管
轄
に
属
す
る
。
控
訴
は
、
一
〇
日
以
内
に
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
三
条
）。
予
審
部
は
、
司
法
上

の
調
査
の
枠
内
で
予
審
判
事
及
び
自
由
と
拘
禁
判
事
に
よ
っ
て
下
さ

れ
た
決
定
に
対
す
る
上
訴
に
つ
き
、
唯
一
管
轄
を
有
す
る
。

　

一
時
的
措
置
の
監
督
。
検
察
官
の
元
へ
の
召
喚
に
際
し
、
Ｍ
Ｅ
Ｊ

Ｐ
、
保
安
的
措
置
、
及
び
（
ま
た
は
）、
司
法
上
の
教
育
的
調
査
措

置
（
Ｍ
Ｊ
Ｉ
Ｅ
）
の
実
施
の
た
め
に
指
定
さ
れ
た
社
会
内
処
遇
機
関
、

並
び
に
、
必
要
な
場
合
、
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
実
施
を
担
当
す
る
、
認
可

さ
れ
た
民
間
部
門
の
機
関
は
、
有
責
性
の
審
理
に
備
え
て
、
裁
判
機

関
に
報
告
書
を
送
付
す
る
任
を
負
う
。
当
該
報
告
書
は
、
防
禦
権
の

行
使
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
、
審
理
に
先
立
ち
、
送
付
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
審
理
が
三
か
月
後
に
設
定
さ
れ
る
場
合
、

報
告
書
は
、
遅
く
と
も
、
審
理
の
一
五
日
前
に
は
送
付
さ
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
（
第
Ｄ
．
三
二
三
―
二
条
）。
こ
の
報
告
書
は
、
少
年
の

状
況
の
変
化
に
適
合
し
た
教
育
的
提
案
を
含
む
。
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
枠

内
で
認
可
さ
れ
た
民
間
部
門
の
機
関
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
報
告
書
の

写
し
が
、
Ｍ
Ｅ
Ｊ
Ｐ
を
実
施
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
た
社
会
内
処
遇

機
関
に
送
付
さ
れ
る
。

�

（
大
貝
葵
）

　
　

２
．
４�

．
一
回
限
り
の
審
理
を
目
的
と
し
た
共
和
国
検
事
に
よ

る
少
年
裁
判
所
（
Ｔ
Ｐ
Ｅ
）
へ
の
係
属

　

例
外
的
か
つ
第
Ｌ
．
四
二
三
―
四
条
第
三
項
を
適
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
共
和
国
検
事
は
、（
上
記
２
．
３
．
１
．
で
詳
述
さ
れ
た
態

様
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
）
共
和
国
検
事
の
元
へ
の
召
喚
の
枠
内
で
、

一
回
限
り
の
審
理
を
目
的
と
し
て
、
少
年
裁
判
所
へ
事
案
を
係
属
す

336（89－1－336）



資　料

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
少
年
裁
判
所
は
、
有
責
性
と
制
裁
に

つ
き
同
一
の
審
理
に
お
い
て
裁
定
を
下
す
（
下
記
３
．
２
．
参
照
）。

こ
れ
は
、
共
和
国
検
事
の
元
へ
の
召
喚
の
後
、
直
ち
に
少
年
を
勾
留

に
付
す
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
手
続
的
方
法
を
意
味
す
る
（
第
Ｌ
．

四
二
三
―
九
条
）。

　

条
件
。
一
回
限
り
の
審
理
を
目
的
と
し
た
Ｔ
Ｐ
Ｅ
へ
の
係
属
は
、

厳
格
な
規
制
に
従
っ
た
例
外
的
手
続
を
構
成
す
る
。
実
際
、
次
の
条

件
が
重
畳
的
に
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
少
年
の
年

齢
、
及
び
、
科
さ
れ
る
拘
禁
刑
の
長
さ
（
一
六
歳
未
満
の
少
年
に
つ

い
て
は
五
年
以
上
、
一
六
歳
以
上
の
少
年
に
つ
い
て
は
三
年
以
上
）、

並
び
に
、
教
育
上
の
前
歴
の
存
在
、
ま
た
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
五

五
―
一
条
で
定
め
ら
れ
る
軽
罪
に
つ
き
同
様
に
訴
追
さ
れ
て
い
る
こ

と（
８
）。

　

―　

�　

第
Ｌ
．
四
二
三
―
四
条
第
二
号
ａ）
の
意
味
に
お
け
る
教
育

的
前
歴
と
は
、
当
該
少
年
に
つ
い
て
、
一
年
以
内
の
日
付
で

作
成
さ
れ
た
報
告
書
の
原
因
と
な
る
他
の
手
続
の
枠
内
で
言

い
渡
さ
れ
た
、
教
育
的
措
置
、
司
法
上
の
教
育
的
調
査
措
置
、

保
安
的
措
置
、
有
責
性
の
宣
告
、
ま
た
は
、
刑
罰
の
対
象
と

な
っ
た
事
実
と
定
義
さ
れ
る
。

　
　
　

�　

第
Ｄ
．
四
二
三
―
三
条
は
、
当
該
報
告
書
が
、
教
育
的
監

督
、
措
置
の
実
施
及
び
少
年
の
成
長
に
関
す
る
詳
細
な
情

報
、
並
び
に
、
教
育
的
提
案
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
旨
規
定
す
る
。
こ
の
報
告
書
は
社
会
教
育
的
情
報
収
集
と

は
な
り
え
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
必
然

的
に
、
教
育
的
措
置
、
保
安
的
措
置
ま
た
は
刑
罰
の
資
格
で

少
年
に
対
し
て
命
じ
ら
れ
た
監
督
の
枠
内
で
作
成
さ
れ
た
報

告
書
が
問
題
と
な
る
。
少
年
が
義
務
を
懈
怠
し
た
場
合
、
報

告
書
に
は
、
少
年
と
面
談
す
る
た
め
に
機
関
に
よ
っ
て
と
ら

れ
た
手
続
が
明
示
さ
れ
る
。
共
和
国
検
事
は
、
例
え
ば
、
当

該
報
告
書
が
、
一
件
書
類
に
添
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た

が
、
し
か
る
べ
き
時
期
に
Ｐ
Ｊ
Ｊ
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
な

か
っ
た
場
合（

９
）、

検
事
の
元
へ
の
召
喚
に
際
し
て
、
こ
の
報
告

書
を
請
求
し
う
る
。
共
和
国
検
事
は
、
こ
の
報
告
書
を
手
続

の
一
件
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
年
以
内
に

い
か
な
る
報
告
書
も
一
件
書
類
に
添
付
さ
れ
な
い
場
合
、
他

の
係
属
方
法
が
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

―　

�　

少
年
が
Ｃ
Ｐ
Ｐ
第
五
五
―
一
条
で
定
め
ら
れ
る
軽
罪
に
つ

き
同
様
に
訴
追
さ
れ
る
場
合
で
、
共
和
国
検
事
が
一
回
限
り

の
審
理
を
目
的
に
少
年
裁
判
所
に
事
件
を
係
属
さ
せ
る
場

合
、
検
事
の
元
へ
の
召
喚
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
社
会
教
育

的
情
報
収
集
で
足
り
、
こ
れ
が
一
件
書
類
に
添
付
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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勾
留
請
求
に
際
す
る
Ｊ
Ｌ
Ｄ
へ
の
係
属
。
少
年
裁
判
所
が
一
回
限

り
の
審
理
を
目
的
に
事
案
を
係
属
さ
れ
る
場
合
（
第
Ｌ
．
四
二
三
―

二
条
第
三
項
）、
第
Ｌ
．
四
二
三
―
九
条
第
二
号
は
、
少
年
裁
判
所
の

元
へ
の
出
廷
の
後（
上
記
２
．
３
．
１
．
参
照
）、
共
和
国
検
事
が
、（
一

六
歳
以
上
の
）
少
年
の
勾
留
請
求
に
関
し
裁
定
が
下
さ
れ
る
た
め
に
、

少
年
を
自
由
と
拘
禁
判
事
の
元
に
出
頭
さ
せ
る
旨
規
定
す
る
。

　

共
和
国
検
事
は
、
少
年
係
判
事
が
自
由
と
拘
禁
判
事
に
対
し
て
、

少
年
の
人
格
と
状
況
に
関
す
る
全
て
の
有
益
な
情
報
を
伝
達
す
る
よ

う
に
、
直
ち
に
少
年
係
判
事
に
通
知
す
る
（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
九
条

第
七
項
及
び
第
Ｄ
．
四
二
三
―
七
条
）。
そ
の
た
め
、
自
由
と
拘
禁

判
事
に
は
、
人
格
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
単
一
フ
ァ
イ
ル
に

加
え
て
、
次
の
も
の
が
送
付
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
進
行
中
の

教
育
的
監
督
の
枠
組
で
交
付
さ
れ
た
報
告
書
、
司
法
上
の
教
育
的
調

査
措
置
の
報
告
書
、
精
神
医
学
鑑
定
書
、
直
近
の
決
定
（
収
容
命
令
、

日
中
の
受
け
入
れ
等
）。

　

自
由
と
拘
禁
判
事
は
、
共
和
国
検
事
の
請
求
を
聴
取
す
る
対
審
の

後
、
少
年
及
び
少
年
の
弁
護
人
の
所
見
を
聴
取
し
、
必
要
に
応
じ
て
、

少
年
の
法
定
代
理
人
、
少
年
が
先
行
す
る
措
置
の
枠
組
で
委
託
さ
れ

ま
た
は
受
託
さ
れ
た
少
年
司
法
保
護
局
の
教
育
機
関
の
代
表
者
か
ら

所
見
を
聴
取
し
た
上
で
、
執
務
室
に
お
い
て
裁
定
を
下
す
。
自
由
と

拘
禁
判
事
は
、
理
由
を
付
し
た
命
令
に
よ
っ
て
裁
定
を
下
す
（
第
Ｌ
．

四
二
三
―
九
条
第
八
項
）。
例
外
的
な
状
況
を
除
き
、
原
則
と
し
て
、

Ｒ
Ｒ
Ｓ
Ｅ
を
担
当
す
る
少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
は
、
作
成
さ
れ
た

教
育
的
提
案
を
主
張
す
る
た
め
、
審
理
に
出
席
す
る
。

　

自
由
と
拘
禁
判
事
は
、
少
年
の
勾
留
を
命
じ
る
場
合
、
同
時
に
、

司
法
上
の
一
時
的
教
育
的
措
置
を
命
じ
る
（
第
Ｌ
．
三
三
四
―
三

条
）。
自
由
と
拘
禁
判
事
が
こ
の
措
置
を
命
じ
な
い
場
合
、
可
及
的

速
や
か
に
こ
れ
を
行
う
義
務
が
少
年
係
判
事
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
審

理
は
、
一
か
月
以
内
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
期
間
を

徒
過
し
た
場
合
、
少
年
は
釈
放
さ
れ
る
（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
九
条
第

二
号
）。
裁
判
機
関
が
事
案
の
審
理
を
後
日
に
延
期
す
る
場
合
、
少

年
は
最
長
一
か
月
、
勾
留
さ
れ
う
る
（
第
Ｌ
．
五
二
一
―
三
条
）。

　

自
由
と
拘
禁
判
事
は
、
勾
留
請
求
を
認
容
し
な
い
場
合
、
少
年
に

対
し
て
、
司
法
統
制
処
分
ま
た
は
電
子
監
視
付
居
住
指
定
を
命
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。
自
由
と
拘
禁
判
事
は
、
同
様
に
、
司
法
上
の
一
時

的
教
育
的
措
置
を
命
じ
う
る
。
さ
ら
に
、
第
Ｄ
．
四
二
三
―
六
条
は
、

自
由
と
拘
禁
判
事
が
勾
留
請
求
を
認
容
し
な
い
場
合
、
少
年
係
判
事

が
、
一
〇
日
か
ら
三
か
月
の
期
間
を
遵
守
し
つ
つ
、
共
和
国
検
事
に

よ
っ
て
当
初
設
定
、
通
知
さ
れ
た
召
喚
日
を
修
正
し
、
ま
た
、
一
か

月
の
拘
束
期
間
を
超
え
て
、
召
喚
日
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨

規
定
す
る
。
新
た
な
召
喚
は
、
少
年
係
判
事
ま
た
は
そ
の
書
記
官
に
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よ
っ
て
少
年
に
通
知
さ
れ
、
被
害
者
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い

て
、
こ
の
新
た
な
召
喚
日
が
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

手
続
の
統
合
。
少
年
係
判
事
は
、
職
権
ま
た
は
共
和
国
検
事
の
請

求
に
基
づ
き
、
一
回
限
り
の
審
理
を
目
的
に
Ｔ
Ｐ
Ｅ
に
訴
追
さ
れ
て

い
る
少
年
に
関
し
て
現
在
進
行
し
て
い
る
手
続
を
統
合
す
る
こ
と
が

で
き
る（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
〇
条
）。
か
く
し
て
、
少
年
係
判
事
は
、

少
年
に
対
し
て
既
に
設
定
さ
れ
て
い
る
制
裁
宣
告
の
審
理
を
繰
り
上

げ
る
こ
と
や
、
少
年
に
関
す
る
全
て
の
手
続
が
同
時
に
判
断
さ
れ
る

よ
う
に
、
一
回
限
り
の
審
理
を
目
的
に
係
属
さ
れ
た
Ｔ
Ｐ
Ｅ
の
審
理

に
制
裁
宣
告
の
審
理
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

�

（
井
上
宜
裕
）

�

（
未
完
）

原
注

（
６
）
近
隣
裁
判
所
の
実
施
枠
組
に
お
け
る
少
年
に
提
供
可
能
な
訴
追

代
替
手
段
及
び
刑
事
和
解
の
提
供
の
発
展
に
関
す
る
二
〇
二
一
年
六

月
一
五
日
の
公
用
文
書D

P2021/0075/B28

号
。

（
７
）［
※
記
載
な
し
］

（
８
）
即
ち
、
犯
罪
を
犯
し
た
か
ま
た
は
こ
れ
に
着
手
し
た
こ
と
を
疑

う
に
足
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
合
理
的
理
由
が
存
在
す
る
者
に
よ

る
、（
捜
査
の
必
要
性
か
ら
収
集
さ
れ
た
痕
跡
や
徴
表
と
の
技
術
的
・

科
学
的
な
比
較
検
証
に
必
要
な
外
部
的
）
採
取
活
動
、
ま
た
は
、
警

察
フ
ァ
イ
ル
の
補
充
及
び
参
照
に
必
要
な
識
別
情
報
の
収
集
活
動

（
指
紋
、
掌
紋
の
採
取
、
ま
た
は
、
写
真
撮
影
）
の
拒
否
。

（
９
）
な
お
、
第
Ｄ
一
一
二
―
一
条
、
第
Ｄ
三
二
二
―
八
条
、
第
Ｄ
三

二
三
―
二
条
の
適
用
に
よ
り
、
こ
の
種
の
教
育
的
報
告
書
は
、
遅
く

と
も
当
該
措
置
の
期
間
満
了
の
一
五
日
前
ま
で
に
、
判
決
後
に
つ
い

て
は
六
ヶ
月
ご
と
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
付
記
】
本
資
料
は
、
二
〇
二
一
年
度
末
延
財
団
研
究
会
助
成
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

（法政研究�89－1－333）333




